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    ＜図１：環境教育指導資料 

 「学校における環境教育の一層の充実」＞ 

＜図２：環境教育指導資料「学校における環境教育の一層の充実」より 

「環境をとらえる視点」及び「環境教育で重視する能力と態度」の明確化＞ 

＜図３：環境教育指導資料「学校における環境教育の一層の充実」より 

「環境をとらえる視点」と「環境教育で重視する能力と態度」を関連付けた指導計画＞ 

Ⅵ 環境教育の推進 

１ 各教科等と関連付けた環境教育の推進 

（１）今年度の課題 

「環境をとらえる視点」及び「環境教育で重視する能力と態度」を明確にした環

境教育の推進を図る。 

（２）課題解決に向けた取組 

環境教育指導資料「学校における環境教育の一層の充実」をもとに、「環境をとら

える視点」及び「環境教育で重視する能力と態度」を明確にし、位置付けてあるか、

また、各教科等において、年間を通してバランスよく指導できるように計画されてい

るか環境教育諸計画の作成について指導・助言を行うとともに、多様な体験活動例等

を紹介する。 

（３）取組の実際 

ア 環境教育全体計画・年間指導計画の見直し 

５月に実施した第１回教務主任研修で、各

教科等と関連付けた環境教育の推進のための

環境教育全体計画と年間指導計画の見直しについて、

環境教育指導資料「学校における環境教育の一層の充

実」（図１）をもとに、指導を行った。   

環境教育全体計画では、各学校の実態や地域の特色

を踏まえ、「環境をとらえる視点」及び「環境教育で重

視する能力と態度」を明確にし、位置付けることが必

要である。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間指導計画においても、各教科等において、どの段階で、どの視点をとらえさ

せ、どの能力や態度を育成するのかを明記することが大切である。（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、各教科等の学習内容から、学習内容そのものが環境教育の指導内容と重な

るものと、関連する題材を扱うことで環境への関心を高めるものに整理することが

できる。その上で、「環境をとらえる視点」及び「環境教育で重視する能力と態度
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＜表１:環境教育に関する校内研修等の実施状況＞ 

＜表２:平成２５年度に実施した主な実践活動・体験活動の内容（実施学校数 複数回答可）

＞ 

を、年間を通してバランスよく指導できるよう位置付けていただきたい。 

イ 多様な体験活動の充実 

体験活動を実施するに当たっては、単なる活動に終わらないよう、全体計画・

年間指導計画に示されているねらいに沿った体験活動となるよう工夫することが

大切である。そのためには、学校全体としての環境教育の基本的な考え方につい

て共通理解を図り、指導内容や指導方法に関する研修を行う必要がある。 

天草管内の状況としては、環境教育に関して校内研修等で指導力の向上を図っ

ている学校は、今年度８割

を超え改善が図られている。

（表１） 

今後も、指導内容や指導方          

法等に関する研修を設定す                         

るとともに、環境教育指導資    

料（リーフレット）について         

も活用を図っていただきたい。 

平成２５年度に実施された主な実践活動・体験活動の内容としては、小学校に

おける総合的な学習の時間での体験活動、学校版環境ＩＳＯでの取組、地域の清

掃活動体験等が中心となっている。（表２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験活動を計画するに当たっては、環境教育指導資料「学校における環境教育

の一層の充実」も参考にしていただき、配慮事項を検討していただきたい。また、

保護者や地域の関係機関・ＮＰＯ法人等の団体・施設等と連携・協力等を通して、

活動の場や指導者を確保するなど、活動のさらなる充実を図っていただきたい。  

（４）成果と課題 

○ 環境教育全体計画については、ほとんどの学校で、環境教育の３つのねら

いをもとに、「環境をとらえる視点」及び「環境教育で重視する能力と態度」

を明確にし作成されていた。  

● 各教科等と関連付けた環境教育を学校総体として推進するためには、各教

科等の学習内容と関連付けて年間指導計画を作成する際、「環境をとらえる

視点」及び「環境教育で重視する能力と態度」を明記し、年間を通してバラ

ンスよく位置付ける必要がある。また、年度当初に、全職員で共通理解を図

る機会（職員会議や校内研修等）を設定することが大切である。 

（５）次年度へ向けた重点課題 

○ 各教科等と関連付けた環境教育を学校総体として推進するために、「環境をとら

える視点」及び「環境教育で重視する能力と態度」を明記し、年間を通してバラ

ンスよく位置づけた年間指導計画を作成する。 

 

項 目 小学校(％) 中学校(％) 

教員の指導力向上のために、環

境教育に関する指導内容、指導

方法等に関する研修の時間を設

定した学校※（ ）は H25の値 

８１.１％

（77.3％） 

８７．０％

（62.5％） 

活動内容 
農業 

体験 

河川 

調査 

ビオト

ープ活

動 

リサイ

クル活

動 

クリー

ン活動 

省エネル

ギー活動 

植林 

活動 

生物 

観察 

小学校 ３２ １８ ３ ３５ ３６ ２８ ２ ３１ 

中学校 １３ ５ １ ２１ ２３ ２０ ０ １３ 

〈H26環境教育実施状況調査から〉 

 〈H26環境教育実施状況調査から〉 
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 ＜表３:数値目標の設定状況＞ 

＜図４:宣言項目の例＞ 

２ 学校版環境ＩＳＯの一層の充実と家庭版環境ＩＳＯの拡充 

（１）今年度の課題 

実態に応じた数値目標の設定と「見直し」の強化等による学校版環境ＩＳＯの取

組の充実を図る。 

（２）課題解決に向けた取組 

   学校版環境ＩＳＯにおける実態に応じた「数値目標の設定」や「行動計画の作成」

「見直し」の強化等により、その一層の充実を図るとともに、その手法を生かした

家庭版環境ＩＳＯの取組例を紹介する。 

（３）取組の実際 

ア 「数値目標」や「見直し」の場の設定 

今年度も、天草管内すべての小・中学校で学校版環境ＩＳＯコンクールへの参加

があった。県教育委員会での審査の結果、小学校では天草市立瀬戸小学校、中学校

では天草市立本渡東中学校が、優秀賞を受賞した。本渡東中学校は、２年連続の受

賞である。 

教育指導の反省や学校版環境ＩＳＯコンクールの概要報告から、各学校とも継続

したＩＳＯの取組により、節電・節水・紙の節約、校内や地域の清掃活動やなどの

実践や「宣言」「行動」「記録」「見直し」の基本的な取組のシステムが教育活動の

一環として定着している。 

しかし、すべての学校で実態に応じた数値目標の設定がなされていない現状があ

る。（表３） 

また、取組の形骸化、

宣言項目や具体的な活

動が毎年変わらず、児

童生徒の意識が低下し

ているなどの課題もみ

られる。 

年間を通して児童生

徒の意識を継続させ、取組を充実させるためには、具体的な目標としての数値を明

確にすることが必要である。児童生徒が意欲的かつ継続的に取り組んでいくため

に、数値目標設定の段階から児童生徒が関わりをもつようにすることも大切であ

る。数値目標の設定については、基準となる年度を決めての比較や、行動・意識調

査の結果、家庭版環境ＩＳＯの普及率など、学校や地域の実態に応じた宣言項目と

数値目標を設定していただきたい。（図４） 

 
 

 
   〈天草市立本渡東中学校 学校版環境ＩＳＯコンクール概要報告から〉 

 

なお、自分たちの取組を定期的に点検し、行動が守られていない、または、この

ままでは目標(数値目標等)を達成できないことが予想される場合は、原因を考察し

「見直し」等を行っていただきたい。見直しに関する記録を保存し、見やすい場所

項 目 
小学校(％) 中学校(％) 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ25 Ｈ26 

数値目標を設定しかつ

見直しの場を設定した

学校 
88.6 91.9 83.3 82.6 

〈H25､ H26教育指導の反省から〉 

環境委員会で話し合い、決定し

ています。 
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＜図５:取組状況を点検した結果を見直し共通理解を図る取組例＞ 

 ＜表４:学校版環境ＩＳＯの家庭や地域への拡充の状況＞ 

 〈H25、H26教育指導の反省から〉    

 ＜図６：家庭版環境ＩＳＯの取組例＞ 

に掲示するなどの目に見える形で共通理解を図る掲示の工夫も大切である。（図５） 

 
10 月に瀬戸っ子 Eco 宣言について環境委員会で振り返りをした。「環境委員会からのお知らせ」

を作成し、全児童に配布をした。 
【できていること】 

・歯みがきの水はコップ半分でしている人が多い。 

 ・教室のゴミは分けて捨てている人が多かった。 

 

【できていないこと】  

 ・水を出しっ放しにしていることがある。 

 ・無言掃除ができていない人が多い。 

  ・燃えるゴミの量が減らない。 

 

【これからがんばっていきたいこと】 

 ・エコキャップをたくさん集める→キャンペーンをする。 

 ・使っていない場所の電気を消すようにする→呼びかけ。 

 

 

イ 家庭版環境ＩＳＯの拡充 

家庭への啓発については、多くの学校で学校便りやＩＳＯ（学校版）だより等を

通して、学校での取組

を家庭・地域へ広げる

取組が進められてい

る。特に、小学校では、

昨年度より地域への拡

大が図られているが、

中学校では減尐してい

る。（表４） 

学校版環境ＩＳＯの手法を生かした家庭版環境ＩＳＯについては、学校や地域に

よっても差がみられる。児童生徒が家庭で生活する時間が長くなる長期休業日や環

境月間を利用するなど、期間を設定し、ＰＴＡとの連携を図りながら、できるとこ

ろから実践化していただきたい。（図６） 

 

 

項 目 
小学校(％) 中学校(％) 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ25 Ｈ26 

家庭や地域に取組を広

げている学校 
75.0 78.4 58.3 52.1 

 

家庭への広がり：家庭版環境 ISOの取組  

夏休み『エコチャレンジカード』 

 （実施手順） 

①環境に優しい行動例の中から家庭で 

取り組むことを 3つ選ぶ。 

 

②連続した３日間、決めた３項目に取 

り組み、○・△・×で振り返る。 

 

③３日間取り組んだ感想を記入する。 

（天草市立瀬戸小学校 学校版環境ＩＳＯコンクール概要報告から一部抜粋） 

〈天草市立瀬戸小学校 学校版環境ＩＳＯコンクール概要報告から一部抜粋〉 

【感想】 
 夏は暑いので飲
み物を取るために、
冷蔵庫の開閉回数
が多いです。ご飯は
そのときに食べき
れる量を食べさせ
ていたので残すこ
とはありませんで
した。（保護者より） 
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 ＜図７：「水俣に学ぶ肥後っ子教室」の目的＞ 

（指導資料「水俣に学ぶ肥後っ子教室」から一部抜粋） 

（４）成果と課題 

○ 学校版環境ＩＳＯの取組については、宣言項目や数値目標が設定されてお

り、設定の段階から児童生徒が主体的に関わり、その効果的な掲示等により、

意欲的かつ継続的に取り組むための工夫が行われていた。さらに、宣言項目

をもとに、児童生徒及び教職員が一体となった取組へとつなげられていた。

また、各学校での取組を家庭や地域へ広げるなどの取組を工夫している学校

もあった。 

● 学校版環境ＩＳＯの取組については、数値目標を達成するために「誰が」

「何を」「いつまでに」「どのように」すればよいのか具体的な行動計画を

作成する必要がある。特色ある取組を進めるに当たっては、外部組織との連

携や、家庭・地域への発信も大切である。行動計画にそって行動しているの

か、また、目標（数値目標等）がどのくらい達成しているかなど「点検・記

録」を行い、「見直し」等を適切に行うとともに、意欲的かつ継続的に取組

むことができるよう工夫する必要がある。 

（５）次年度へ向けた重点課題 

○ 学校版環境ＩＳＯの取組において、実態把握と実態に応じた「数値目標の設定」

や「行動計画の作成」、「見直し」の強化等により、その一層の充実を図るとと

もに、外部組織との連携や家庭・地域への発信と家庭版環境ＩＳＯの拡充を図る。 

 

 

３ 「水俣に学ぶ肥後っ子教室」の充実 

（１）今年度の課題 

   「水俣に学ぶ肥後っ子教室」における「目指す具体的な子どもの姿」の実現に向

けた事前・事後指導の充実を図る。 

（２）課題解決に向けた取組 

   「水俣に学ぶ肥後っ子教室」の事前・事後指導の充実を図り、環境教育・人権教

育の両面から「目指す具体的な子どもの姿」の実現が図られるよう、指導・助言を

行う。 

（３）取組の実際 

「水俣に学ぶ肥後っ子教室」の目的は、「水俣病への正しい理解を図り、差別や偏

見を許さない心情や態度を育むと

ともに、環境や環境問題への関心

を高め、環境保全や環境問題の解

決に意欲的に関わろうとする態

度や能力を育成する」ことである。

（図７） 

天草管内の取組状況としては、

すべての学校で、環境教育、人権教育の両面から学習が進められており、学習後は、

その成果を地域に発信している。（表５） 

事前・事後指導の充実については、５年生だけの単発的な学びに止まらず、６年

生や中学校へと継続して学習することにより、学習を深めたり、広げたりすること

が大切である。 

そのためにも、校内研修等において全職員で共通理解を図り、取り組む必要があ

る。その際、指導資料「水俣に学ぶ肥後っ子教室」を活用いただくとともに、本教
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   〈H26教育指導の反省から〉      （ ）は平成 25年度 

室を環境教育・人権教育の両方の年間指導計画に位置付け、系統的・計画的に指導

いただきたい。 
＜表５:「水俣に学ぶ肥後っ子教室」に係る事前・事後の取組状況＞ 

 
 
特に、事後指導においては、児童の体験後の感想等をそのまままとめに使用する

のではなく、「水俣に学ぶ肥後っ子教室」の目的や事前に設定した「目指す具体的な

子どもの姿」にあわせて評価を行い、十分な事後指導（補充指導）を行ったうえで、

「目指す具体的な子どもの姿の実現状況」をまとめていただきたい。 

さらに、実施報告書を提出する際は、その実現状況の根拠となるような取組事例

や児童の作品、児童の学習のまとめ等の資料の添付をするよう留意していただきた

い。 

（４）成果と課題 

○ 「水俣に学ぶ肥後っ子教室」については、すべての学校で、事前・事後指

導を含めて、環境教育・人権教育の両面から系統的・計画的な取組が推進さ

れており、その学習成果が地域へ発信されている。 

● 「水俣に学ぶ肥後っ子教室」については、環境教育・人権教育の両面から

「目指す具体的な子どもの姿」を設定し、全職員で共通理解を図る必要があ

る。また、訪問後は「目指す具体的な子どもの姿」に対する児童の学びを確

認し、必要に応じて補足や修正を行いながら、水俣市や水俣病に対する正し

い理解のもと、学習内容をまとめていくことが必要である。 

（５）次年度へ向けた重点課題 

○ 「水俣に学ぶ肥後っ子教室」の事前・事後指導の充実を図り、環境教育・人権

教育の両面から「目指す具体的な子どもの姿」の実現を目指す。 
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・「学校版環境ＩＳＯコンクール」最優秀校の取組  
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・環境教育指導資料［小学校編］ 国立教育政策研究所 平成１９年９月 

・環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 

（平成２４年１０月１日 全面施行） 

  

項 目 小学校〈％〉 

指導資料「水俣に学ぶ肥後っ子教室」を校内研修等で活用した学校 83.8(72.7) 

連絡用紙を活用して、水俣病資料館と連携し、語り部講話の時間に質問を準備して参

加した学校 
91.9(93.2) 

事後学習において、「環境について学ぶ」「水俣病について学ぶ」の両面から学習を進

めている学校 
100(97.7) 

学習成果を地域に発信している学校 100(97.7) 


